
   

修 繕 仕 様 書 
 
１．修 繕 番 号　建築第２６号 

２．修 繕 名　広田団地市営住宅給水管仕切弁修繕 

３．修 繕 場 所　五所川原市みどり町　地内 

４．履 行 期 限　令和　８年　３月２３日まで 

５．修 繕 内 容　既存給水管に不断水仕切弁（一部は埋設用仕切弁）を設置し、既存仕切弁を埋め殺

すものである。修繕の詳細及び履行範囲等は設計図書のとおり。 
 
６．一般事項 

（１）受注者は、本修繕の履行にあたり、関連する法令等を遵守し、本仕様書および設計図書に定め

られた項目を確実に履行すること。 

（２）本仕様書及び契約書に明記されていない事項について、履行にあたり当然必要と思われる軽微

な事項については受注者の責任で行うものとし、それ以外は発注者と受注者と協議のうえ定め

るものとする。 

（３）本修繕の履行にあたり、受注者の過失により建造物等に損傷を与えた場合は、速やかに発注者

に報告し、受注者の責任において現状復旧すること。また、第三者に損害を与えたときは、発

注者に起因する場合を除き、その復旧及び賠償の全責任を負うものとする。 

（４）履行期間中の安全管理には十分注意すること。 

（５）発生材の処理にあたっては、関係法令に従い適正に処理すること。 

（６）本修繕の履行にあたり、下記書類を提出すること。 
・実施工程表 
・修繕写真（現況・隠蔽部の施工の過程が分るもの・修繕後） 
・その他必要と思われるもの 

 
７．特記事項 

・本修繕において支障がある駐車スペースの利用者、凍結工法により一時的に断水させる必

要のある２９号棟入居者には、事前に作業日程等を告知すること。 
・作業場所 ○Ａ､○Ｂ､○Ｃ  が市道となっているため、道路占用許可申請を行うこと。 

 


